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2 1 1 1 2 7

現場説明書とは、工事の入札に参加するものに対して発注
者が当該工事の契約条件等を説明するための文書をいう。

2 1 1 1 2 13

協議とは、書面により契約図書の協議事項について、発注
者または監督員と受注者が対等の立場で合議し、結論を得
ることをいう。

2 1 1 1 2 13

協議とは、書面により契約図書の協議事項について、発注
者または監督員と受注者が対等の立場で合議し、結論を得
ることをいう。
なお、「埼玉県建設工事の遠隔臨場実施要領」（同要領の対
象外業務については別途発注者が指定するものとする。以
下「遠隔臨場実施要領」という。）に基づく協議を含むものと
する。

2 1 1 1 2 20

電子納品とは、発注者が指定する「埼玉県電子納品運用ガ
イドライン」等に基づき、納品することをいう。

2 1 1 1 2 20

電子納品とは、「埼玉県電子納品運用ガイドライン」等（同ガ
イドラインの対象外工事においては別途発注者が指定する
ものとする。以下「電子納品運用ガイドライン」という。）に基
づき、電子成果品をオンラインまたは媒体により納品するこ
とをいう。

2 1 1 1 2 21

情報共有システムとは、発注者が指定する「埼玉県建設工
事情報共有システム実施要領」等に基づき、監督員及び受
注者の間の情報を電子的に交換・共有することにより業務
効率化を実現するシステムのことをいう。

2 1 1 1 2 21

情報共有システムとは、「埼玉県建設工事情報共有システ
ム実施要領」等（同要領の対象外工事においては別途発注
者が指定するものとする。以下「情報共有システム実施要
領」という。）に基づき、監督員及び受注者の間の情報を電
子的に交換・共有することにより業務効率化を実現するシス
テムのことをいう。

2 1 1 1 2 22

書面とは、工事記録等の工事帳票をいい、情報共有システ
ムを用いて作成され、指示、承諾、協議、提出、報告、通知
が行われた工事帳票の署名、押印は「工事等関係書類にお
ける押印の見直しについて（令和２年１２月１８日付建管第８
９６号）」に基づくものとする。ただし、やむを得ず、情報共有
システムを用いない場合は、発行年月日を記載し、署名また
は押印したものを有効とする。押印が不要なものについて
は、発行年月日を記載の上、記名したものを有効とする。

2 1 1 1

2 22 書面とは、工事記録等の工事帳票をいい、情報共有システ
ムを用いて作成され、指示、承諾、協議、提出、報告、通知
が行われた工事帳票の署名、押印は「工事等関係書類にお
ける押印の見直しについて（令和２年１２月１８日付建管第８
９６号）」に基づくものまたは工事帳票と同等の内容を備えた
データを有効とする。

2 1 1 1

2 24 工事帳票とは、施工計画書、工事記録、品質管理資料（業
者独自様式）、出来形管理資料等の定型様式の資料、デー
タ及び工事記録等に添付して提出される非定型の資料をい
う。

2 1 1 1 2 32

立会とは、契約図書に示された項目について、監督員が臨
場により、その内容について契約図書との適合を確かめるこ
とをいう。 2 1 1 1 2 32

立会とは、契約図書に示された項目について、監督員が臨
場により、その内容について契約図書との適合を確かめるこ
とをいう。なお、「遠隔臨場実施要領」に基づく立会を含むも
のとする。

2 1 1 1 2 33

段階確認とは、設計図書に示された施工段階において、監
督員が臨場等により、出来形、品質、規格、数値等を確認す
ることをいう。

2 1 1 1 2 33

段階確認とは、設計図書に示された施工段階において、監
督員が臨場等により、出来形、品質、規格、数値等を確認す
ることをいう。なお、「遠隔臨場実施要領」に基づく段階確認
を含むものとする。

2 1 1 1 2 34

中間検査とは、受発注者で協議した時期、臨場により、工事
の出来形について、形状、寸法、精度、数量、品質及び出来
栄えの検査を行うことをいう。

2 1 1 1 2 34

中間検査とは、受発注者で協議した時期、臨場により、工事
の出来形について、形状、寸法、精度、数量、品質及び出来
栄えの検査を行うことをいう。なお、中間検査には「埼玉県建
設工事遠隔検査試行要領」同要領の対象外業務について
は別途発注者が指定するものとする。以下「遠隔検査試行
要領」という。）に基づく遠隔検査を含むものとする。

2 1 1 1 3 1

受注者からの要求があり、監督員が必要と認めた場合、受
注者に図面の原図若しくは電子データを貸与することができ
る。ただし、共通仕様書等市販・公開されているものについ
ては、受注者が備えなければならない。

2 1 1 1 3 1

受注者からの要求があり、監督員が必要と認めた場合、受
注者に図面の原図若しくは電子データを貸与することができ
る。ただし、共通仕様書等市販・公開されているものについ
ては、受注者が備えなければならない。なお、電子データの
貸与にあたっては「電子納品運用ガイドライン」に基づくオン
ライン貸与図書機能に基づく貸与を行うことができる。

2 1 1 1 4 2 監督員は、内訳書の内容に関し受注者の同意を得て、説明
を受けることができるものとする。

2 1 1 1 6 1 なお、設計照査等により施工内容が確定されていない工種
については、内容が正式に確定されてから施工計画書を提
出すること。（未確定箇所については「照査検討中」等と記載
し、提出する。）

2 1 1 1 6 1 (16) 法定休日・所定休日（週休二日の導入） 2 1 1 1 6 1 (4) ※１－１－１－３９第４項及び第６項に該当する機械

2 1 1 1 6 2 受注者は、施工計画書の内容に重要な変更が生じた場合
（工期や数量等の軽微な変更は除く）には、その都度当該工
事に着手する前に変更に関する事項について、変更施工計
画書を監督員に提出しなければならない。

2 1 1 1 7 受注者は、受注時または変更時において工事請負代金額
が500万円以上の工事について、工事実績情報システム（コ
リンズ）に基づき、受注・変更・完成・訂正時に工事実績情報
として作成した「登録のための確認のお願い」をコリンズから
監督員にメールを送信し、監督員の確認を受けたうえ、受注
時は契約後、土曜日、日曜日、祝日等を除き10日以内に、
登録内容の変更時は変更があった日から土曜日、日曜日、
祝日等を除き10日以内に、完成時は工事完成後（工事完成
検査結果通知後）、土曜日、日曜日、祝日等を除き10日以内
に、訂正時は適宜登録機関に登録をしなければならない。

登録対象は、工事請負代金額500万円以上（単価契約の場
合は契約総額）の全ての工事とし、受注・変更・完成・訂正時
にそれぞれ登録するものとする。

また、登録機関発行の「登録内容確認書」はコリンズ登録時
に監督員にメール送信される。

なお、変更時と工事完成時の間が10日間（土曜日、日曜日、
祝日等を除く）に満たない場合は、変更時の登録申請を省略
できる。

また、本工事の完成後において訂正または削除する場合に
おいても同様に、コリンズから発注者にメール送信し、速や
かに発注者の確認を受けた上で、登録機関に登録 申請しな
ければならない。

2 1 1 1 9 １-１-１-９　主任技術者及び監理技術者

2 1 1 1 9 1 主任技術者及び監
理技術者の設置

当該工事における主任技術者及び監理技術者の配置は、
建設業法第２６条に規定した事項である。

2 1 1 1 9 2 主任技術者及び監
理技術者の設置の
運用

受注者は、建設工事現場に置く技術者の適正な設置に係る
最新の運用（「監理技術者制度運用マニュアル」）を参考に、
監理技術者制度についての基本的な考え方、運用等につい
て熟知し、建設業法に基づき適正に業務を行う必要がある。

2 1 1 1 10 １-１-１-１０　工事用地等の使用

2 1 1 1 11 １-１-１-１１　工事着手

2 1 1 1 12 １-１-１-１２　工事の下請負

2 1 1 1 13 １-１-１-１３　施工体制台帳及び施工体系図

2 1 1 1 13 1 受注者は、工事を施工するために下請負契約を締結した場
合、施工体制台帳を作成し、工事現場に備えるとともに、発
注者が情報通信技術を利用する方法により確認することが
できる措置として定めるものを講じている場合を除き、その
写しを監督員に提出しなければならない。

2 1 1 1 13 2 受注者は、工事を施工するために下請負契約を締結した場
合、各下請負人の施工の分担関係を表示した施工体系図を
作成し、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する
法律に従って、工事関係者が見やすい場所及び公衆が見や
すい場所に掲げるとともに、発注者が情報通信技術を利用
する方法により確認することができる措置として定めるもの
を講じている場合を除き、その写しを監督員に提出しなけれ
ばならない。

2 1 1 1 12 3 第1項の受注者は、施工体制台帳及び施工体系図に変更が
生じた場合は、その都度速やかに監督員に提出しなければ
ならない。

2 1 1 1 13 3 第1項の受注者は、施工体制台帳及び施工体系図に変更が
生じた場合は、発注者が情報通信技術を利用する方法によ
り確認することができる措置として定めるものを講じている場
合を除き、その都度速やかに監督員に提出しなければなら
ない。

2 1 1 1 13 なお、開催の詳細については、特記仕様書の定めによるも
のとする。

2 1 1 1 14 １-１-１-１４　受発注者間の情報共有

2 1 1 1 15 １-１-１-１５　受注者相互の協力

2 1 1 1 16 １-１-１-１６　調査・試験に対する協力

2 1 1 1 15 4 施工合理化調査等

2 1 1 1 17 １-１-１-１７　工事の一時中止

2 1 1 1 17 1

一般事項

なお、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火
災、騒乱、暴動その他自然的または人為的な事象による工
事の中断については、１－１－１－ ５３臨機の措置により、
受注者は、適切に対応しなければならない。

2 1 1 1 16 (4) 第三者、受注者、作業員等及び監督員の安全のため必要が
あると認める場合。

令和6年4月 令和7年4月 令和8年4月



令和6年4月 令和7年4月 令和8年4月

2 1 1 1 17 設計図書の変更とは、入札に際して発注者が示した設計図
書を、発注者が指示した内容及び設計変更の対象となるこ
とを認めた協議内容に基づき、発注者が修正することをい
う。

2 1 1 1 18 １-１-１-１８　設計図書の変更

2 1 1 1 19 １-１-１-１９　工期変更

2 1 1 1 20 １-１-１-２０　支給材料及び貸与品

2 1 1 1 21 １-１-１-２１　工事現場発生品

2 1 1 1 21 4 受注者は、コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資
材、木材、土砂、砕石または加熱アスファルト混合物を工事
現場に搬入する場合には、法令に基づき、再生資源利用計
画及び工事登録証明書を作成し、施工計画書にその写しを
添付して監督員に提出しなければならない。

また、受注者は、法令等に基づき、再生資源利用計画を公
衆が見やすい場所に掲げ なければならない。

2 1 1 1 21 5 受注者は、建設発生土、コンクリート塊、アスファルト・コンク
リート塊、建設発生木材、建設汚泥または建設混合廃棄物
等を工事現場から搬出する場合には、法令等に基づき、再
生資源利用促進計画及び工事登録証明書を作成し、施工
計画書にその写しを添付して監督員に提出しなければなら
ない。

また、受注者は、法令等に基づき、再生資源利用促進計画
を公衆が見やすい場所に掲げなければならない。

2 1 1 1 21 6 受注者は、再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画
を作成した場合には、工事完了後速やかに実施状況を記録
した「再生資源利用実施書」、及び「再生資源利用促進実施
書」及び「工事登録証明書」を監督員に提出しなければなら
ない。

2 1 1 1 21 7 なお、出力した調査票は「再生資源利用実施書」及び「再生
資源利用促進実施書」の提出に代わるものとし、これにより
がたい場合には、監督員と協議しなければならない。

2 1 1 1 22 7

コブリス・プラス（建
設副産物情報交換
システム）

受注者は、コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建設
発生木材、建設汚泥または建設混合廃棄物、建設発生土を
搬入、搬出する場合には、施工計画作成時、工事完了時に
必要な情報をコブリス・プラスに入力するものとする。なお、
出力した調査票は「再生資源利用実施書」及び「再生資源利
用促進実施書」の提出に代わるものとし、これによりがたい
場合には、監督員と協議しなければならない。

2 1 1 1 21 8 受注者は、建設発生土を搬入または搬出する場合で、工事
の実施に当たって土量、 土質、土工期等の登録されている
情報に変更があった場合、監督員が通知する「登 録工事番
号」を用いて、速やかに当該システムのデータ更新を行うも
のとする。また、工事が完了した場合には、システムに実施
情報を入力しなければならない。

2 1 1 1 22 8

コブリス・プラス（建
設発生土情報交換
システム）

2 1 1 1 23 １-１-１-２３　監督員による確認及び立会等

2 1 1 1 22 2 監督員は、必要に応じ、工事現場または製作工場において
立会し、または資料の提出を請求できるものとし、受注者は
これに協力しなければならない。

2 1 1 1 22 2 監督員は、必要に応じ、工事現場または製作工場において
立会し、または資料の提出を請求できるものとし、受注者は
これに協力しなければならない。なお、立会にあたっては「遠
隔臨場実施要領」に基づく遠隔臨場を積極的に活用するこ
と。

2 1 1 1 22 6 表１－１－１に記載のないものについて必要と判断した場合
は、別途受発注者協議の上定めるものとする。

2 1 1 1 23 工事完成図書 受注者は、設計図書に従って工事完成図を作成しなければ
ならない。

2 1 1 1 24 １-１-１-２４　工事完成図書

2 1 1 1 25 １-１-１-２５　工事完成検査

2 1 1 1 24 1 工事完成通知書の提出

受注者は、契約書第32条の規定に基づき、工事完成通知書
を監督員を通じて発注者に提出しなければならない。

2 1 1 1 24 2 受注者は、工事完成通知書を監督員に提出する際には、以
下の各号に掲げる要件をすべて満たさなくてはならない。

2 1 1 1 24 4 (3) 週休二日の履行状況

2 1 1 1 26 １-１-１-２６　数量の算出及び完成図

2 1 1 1 27 １-１-１-２７　部分払検査等

2 1 1 1 27 3 (2) 工事管理状況について、書類、記録及び写真等を参考にし
て検査を行う。

2 1 1 1 27 3 (2) 工事管理状況について、書類、記録及び写真等を参考にし
て検査を行う。なお、検査にあたっては「遠隔検査試行要領」
に基づく遠隔検査を活用できる。

2 1 1 1 28 １-１-１-２８　中間検査

2 1 1 1 28 3 受注者は、電子成果品の納品に際して、発注者が指定する
「埼玉県電子納品運用ガイドライン」に基づき、「電子納品
チェックシステム」等によるチェックを行い、エラーがないこと
を確認した後、ウィルス対策を実施した上で電子成果品を提
出しなければならない。

2 1 1 1 28 3 受注者は、電子成果品の提出に際して、「電子納品運用ガイ
ドライン」等に基づき、「電子納品チェックプログラム」等によ
るチェックを行い、エラーがないことを確認した後、ウィルス
チェックを実施した上で電子成果品を提出しなければならな
い。

2 1 1 1 29 １-１-１-２９　工事完成図書の納品

2 1 1 1 30 １-１-１-３０　部分使用

2 1 1 1 29 2 なお、土木工事にあっては、中間検査による検査（確認）でも
良い。

2 1 1 1 31 １-１-１-３１　施工管理

2 1 1 1 30 3 なお、標示板の記載にあたっては、工事に関する情報をわ
かりやすく記載するものとし、図1-1-2を参考とする。

2 1 1 1 30 8 受注者は、埼玉県が定める「土木工事施工管理基準」により
施工管理を行い、その記録及び関係書類を作成、保管し、
工事完成時に監督員へ提出しなければならない。ただし、そ
れ以外で監督員からの請求があった場合は提示しなければ
ならない。

2 1 1 1 30 9

工事情報共有化

受注者は、監督員及び受注者の間の情報を電子的に交換・
共有することにより、業務の効率化を図らなければならな
い。 また、情報を交換・共有するにあたっては、情報共有シ
ステム等や電子メール等を活用することができる。なお、情
報共有システムのサービス提供者との契約は受注者が行う
ものとする。

2 1 1 1 30 10

不具合発生時の措
置

受注者は、工事施工途中に工事目的物や工事材料等の不
具合等が発生した場合、または、公益通報者等から当該工
事に関する情報が寄せられた場合には、その内容を監督員
に直ちに通知しなければならない。

2 1 1 1 32 １-１-１-３２　履行報告

2 1 1 1 32

週休二日の対応

受注者は、週休二日に取り組み、その実施内容を監督員に
報告しなければならない。 なお、週休二日は、４週８休以上
の現場閉所または、技術者及び技能労働者が交代しながら
４週８休以上の休日を確保し実施に努めなければならない。

2 1 1 1 33 １-１-１-３３　週休二日の対応
受注者は、週休二日に取り組み、その実施内容を監督員に
報告しなければならない。 なお、週休二日は、週休二日工
事の実施に取り組むなど、週休二日の取得を推進し、地域
の実情や施工条件等を踏まえつつ、その取組の質の向上に
努めなければならない。

2 1 1 1 33

作業員等の管理

2 1 1 1 34 １-１-１-３４　作業員等の管理

2 1 1 1 33 1 受注者は、作業員等の雇用条件、賃金の支払い状況、宿舎
環境等を十分に把握し、適正な労働条件を確保しなければ
ならない。

2 1 1 1 33 2 受注者は、作業員等に適時、安全対策、環境対策、衛生管
理、地域住民に対する応対等の指導及び教育を行うととも
に、工事が適正に遂行されるように管理及び監督しなけれ
ばならない。

2 1 1 1 35 １-１-１-３５　工事関係者に対する措置請求

2 1 1 1 36 １-１-１-３６　工事中の安全確保

2 1 1 1 36 17 監督員が、労働安全衛生法（令和７年５月改正 法律第33
号）第30条第１項に規定する措置を講じるものとして、同条
第２項の規定に基づき、受注者を指名した場合には、受注
者はこれに従うものとする。



令和6年4月 令和7年4月 令和8年4月

2 1 1 1 36 18 受注者は、工事中における安全の確保をすべてに優先さ
せ、労働安全衛生法（令和７年５月改正 法律第33号）等関
連法令に基づく措置を常に講じておくものとする。
特に重機械の運転、電気設備等については、関係法令に基
づいて適切な措置を講じておかなければならない。

2 1 1 1 35 4 使用する建設機械

2 1 1 1 35 11

危険な動植物に対
する事故防止対策

受注者は、工事着手前に危険な動植物について、現地及び
周囲での生息及び被害状況を調査し、作業時の注意、被害
を受けた場合に備えての設備、応急措置、連絡体制を確保
しなければならない。
また、危険な動植物が想定される場合は、作業員全員への
周知を徹底するものとする。

2 1 1 1 35 11 (1)

ハチ

受注者は、工事着手前に血清を保有している医療機関を確
認するものとする。作業員は黒い服、匂いが強いもの（香
水、化粧品、整髪料など）等のハチを寄せ付けやすいものは
できるだけ身に付けないようにする。万が一さされた場合
は、傷口を水でよく洗い、毒抜き（口では吸わずポイズンリ
ムーバー等を使用）等による応急措置の後、速やかに医療
機関を受診し、手当を受けることとする。受注者は、速やか
に監督員へ報告しなければならない。

2 1 1 1 35 11 (2)

ヘビ

受注者は、工事着手前に血清を保有している医療機関を確
認するものとする。万が一咬まれた場合は、傷口を水でよく
洗い、毒抜き（口では吸わずポイズンリムーバー等を使用）
等による応急措置の後、速やかに医療機関を受診し、手当
を受けることとする。受注者は、速やかに監督員へ報告しな
ければならない。

2 1 1 1 35 11 (3)

有害植物

受注者は、有害植物による食中毒を防止するため、植物を
むやみに採取してはならない。（一例として、ヤマイモに似た
グロリオサの球根、松の実に似たシキミの実、山ごぼうに似
たヨウシュヤマゴボウが挙げられる）。

2 1 1 1 35 11 (4)
その他

動物が保有している菌や寄生虫による感染のリスクがある
ため、受注者は、むやみに動物へ接触してはならない。

2 1 1 1 37 １-１-１-３７　爆発及び火災の防止

2 1 1 1 38 １-１-１-３８　後片付け

2 1 1 1 39 １-１-１-３９　事故報告書

2 1 1 1 40 １-１-１-４０　環境対策

2 1 1 1 40 4 排出ガス対策型建
設機械

注者は、工事の施工にあたり表１－１－２に示す建設機械を
使用する場合は、「特定特殊自動車排出ガスの規制等に関
する法律」(令和４年６月改正 法律第 68号）に基づく技術基
準に適合する特定特殊自動車、または、「排出ガス対策型
建設機械指定要領」（平成３年10月８日付け建設省経機発
第249号）、「排出ガス対策型建設機械の普及促進に関する
規程」（最終改正平成24年3月23日付国土交通省告示第318
号）もしくは「第３次排出ガス対策型建設機械指定要領」（最
終改訂平成28年8月30日付国総環リ第6号）に基づき指定さ
れた排出ガス対策型建設機械（以下、「排出ガス対策型建
設機械等」という。）を使用しなければならない。
（略）
受注者はトンネル坑内作業において表１－１－３に示す建設
機械を使用する場合は、2011年以降の排ガス基準に適合す
るものとして、「特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する
法律施行規則」（令和６年４月改正　経済産業省・国土交通
省・環境省令第３号）第16条第１項第２号もしくは第20条第１
項第２号に定める表示が付された特定特殊自動車、または
「排出ガス対策型建設機械指定要領の一部改正について」
（平成22年3月18日付国総施環第291号）もしくは「第３次排
出ガス対策型建設機械指定要領」（平成28年8月30日付国
総環リ第6号）に基づき指定されたトンネル工事用排出ガス
対策型建設機械（以下、「トンネル工事用排出ガス対策型建
設機械等」という。）を使用しなければならない。

2 1 1 1 40 6 低騒音型・低振動
型建設機械

受注者は、「建設工事に伴う騒音振動対策技術指針につい
て」（昭和62年３月30日建設省経機発第58号）によって低騒
音型・低振動型建設機械を設計図書で使用を義務付けてい
る場合には、低騒音型・低振動型建設機械の指定に関する
規定（平成13年４月９日国土交通省告示第487号）に基づき
指定された建設機械を使用しなければならない。ただし、施
工時期・現場条件等により一部機種の調達が不可能な場合
は、認定機種と同程度と認められる機種または対策をもって
協議することができる。

2 1 1 1 39 7 受注者は、資材（材料及び機材を含む）、工法、建設機械ま
たは目的物の使用にあたっては、事業ごとの特性を踏まえ、
必要とされる強度や耐久性、機能の確保、コスト等に留意し
つつ、環境物品等「国等による環境物品等の調達の推進等
に関する法律（令和３年５月改正 法律第36号。「グリーン購
入法」という。）第２条に規定する環境物品等をいう。」及び
「埼玉県グリーン調達推進方針」に定められた特定調達品目
や、「彩の国リサイクル製品認定制度実施要綱」に基づく彩
の国リサイクル製品の使用を積極的に推進するものとする。

2 1 1 1 40 7 ７.　特定調達品目
及び彩の国リサイ
クル製品等

「彩の国リサイクル製品認定制度実施要綱」に基づく彩の国
リサイクル製品、「彩の国サーキュラーエコノミー型製品等登
録制度実施要綱」に基づく製品の使用を積極的に推進する
ものとする。

2 1 1 1 39 7 (1) グリーン購入法第6条の規定に基づく「環境物品等の調達の
推進に関する基本方針」で定める特定調達品目を使用する
場合には、原則として、判断の基準を満たすものを使用する
ものとする。

なお、事業ごとの特性、必要とされる強度や耐久性、機能の
確保、コスト等の影響により、これにより難い場合は、監督
員と協議する。 また、その調達実績の集計結果を監督員に
提出するものとする。

なお、集計及び提出の方法は、設計図書及び監督員の指示
による。

2 1 1 1 39 7 (2) グリーン購入法に基づく環境物品等の調達の推進に関する
基本方針における公共工事の配慮事項に留意すること。

2 1 1 1 41 １-１-１-４１　文化財の保護

2 1 1 1 42 １-１-１-４２　交通安全管理

2 1 1 1 41 4 受注者は、供用中の公共道路に係る工事の施工に当たって
は、交通の安全について、監督員、道路管理者及び所轄警
察署と打合せを行うとともに、道路標識、区画線及び道路標
示に関する命令（令和３年９月改正 内閣府・国土交通省令
第4号）、道路工事現場における標示施設等の設置基準（建
設省道路局長通知、昭和37年8月30日）、道路工事現場に
おける標示施設等の設置基準の一部改正について（局長通
知平成18年3月31日国道利37号・国道国防第205号）、道路
工事現場における工事情報板及び工事説明看板の設置に
ついて（国土交通省道路局路政課長、国道・防災課長通知
平成18年3月31日国道利38号・国道国防第206号）及び道路
工事保安施設設置基準（案） （建設省道路局国道第一課通
知昭和47年2月）に基づき、安全対策を講じなければならな
い。

2 1 1 1 42 4

交通安全法令の遵
守

受注者は、供用中の公共道路に係る工事の施工に当たって
は、交通の安全について、監督員、道路管理者及び所轄警
察署と打合せを行うとともに、「道路標識、区画線及び道路
標示に関する命令」（令和６年６月 内閣府・国土交通省令第
4号）、「道路工事現場における標示施設等の設置基準」（昭
和37年8月30日　建設省道路局長通知）、「道路工事現場に
おける標示施設等の設置基準の一部改正について」（平成
18年3月31日国道利37号・国道国防第205号）、「道路工事現
場における工事情報板及び工事説明看板の設置について」
（平成18年3月31日国道利38号・国道国防第206号）及び「道
路工事保安施設設置基準（案）」（令和6年2月　国土交通省
道路局国道・技術課）に基づき、安全対策を講じなければな
らない。

2 1 1 1 41 5

公共道路の規制

受注者は、上記4.の打合せ結果を踏まえ、工事の施工に伴
い供用中の公共道路を規制する場合は、あらかじめ関係資
料にて具体的な道路の規制方法、安全対策に関して監督員
へ確認を行うものとする。

2 1 1 1 41 9

公衆交通の確保

公衆の交通が自由かつ安全に通行するのに支障となる場所
に材料または設備を保管してはならない。受注者は、毎日の
作業終了時及び何らかの理由により建設作業を中断する時
には、交通管理者協議で許可された常設作業帯内を除き一
般の交通に使用される路面からすべての設備その他の障害
物を撤去しなくてはならない。

（重複表記のため削除）

2 1 1 1 41 14 通行許可等

2 1 1 1 41 14 受注者は、建設機械、資材等の運搬にあたり、車両制限令
（令和３年７月改正政令第198号）第３条における一般的制
限値を超える車両を通行させるときは、道路法第47条の２に
基づく通行可能経路の回答を得ていることを確認しなければ
ならない。また、道路交通法施行令（令和４年１月改正政令
第16号）第22条における制限を超えて建設機械、資材等を
積載して運搬するときは、道路交通法（令和４年４月改正 法
律第32号）第57条に基づく許可を得ていることを確認しなけ
ればならない。

2 1 1 1 42 14

通行許可等

受注者は、建設機械、資材等の運搬にあたり、車両制限令
（令和３年７月改正政令第198号）第３条における一般的制
限値を超える車両を通行させるときは、道路法第47条の２に
基づく通行可能経路の回答を得ていることを確認しなければ
ならない。また、道路交通法施行令（令和７年６月改正政令
第222号）第22条における制限を超えて建設機械、資材等を
積載して運搬するときは、道路交通法（令和６年５月改正 法
律第34号）第57条に基づく許可を得ていることを確認しなけ
ればならない。

2 1 1 1 43 １-１-１-４３　施設管理

2 1 1 1 44 １-１-１-４４　諸法令の遵守

2 1 1 1 43 1 (1) 会計法 （令和元年５月改正法律第16号）

2 1 1 1 44 1 (3) 製造委託等に係る
中小受託事業者に
対する代金の支払
の遅延等の防止に
関する法律

（令和７年５月改正法律第33号）

2 1 1 1 44 1 (5)
労働安全衛生法

（令和７年５月改正法律第33号）

2 1 1 1 44 1 (6)
作業環境測定法

（令和７年５月改正法律第33号）

2 1 1 1 43 1 (8) 雇用保険法 （令和４年３月改正法律第12号） 44 1

2 1 1 1 44 1 (10)
健康保険法

（令和７年６月改正法律第74号）

2 1 1 1 44 1 (11) 中小企業退職金共
済法

（令和４年６月改正法律第68号）

2 1 1 1 43 1 (12) 建設労働者の雇用
の改善等に関する
法律

（令和４年３月改正法律第12号）

2 1 1 1 44 1 (13) 出入国管理及び難
民認定法

（令和７年６月改正法律第75号）

2 1 1 1 44 1 (14)
道路法

（令和７年４月改正法律第22号)

2 1 1 1 43 1 (15)
道路交通法

（令和４年４月改正法律第32号） 2 1 1 1 44 1 (15)
道路交通法

（令和６年５月改正法律第34号）

2 1 1 1 44 1 (16)
道路運送法

（令和６年５月改正法律第23号）

2 1 1 1 43 1 (17) 道路運送車両法 （令和４年３月改正法律第４号）

2 1 1 1 44 1 (18)
砂防法

（令和４年６月改正法律第68号）



令和6年4月 令和7年4月 令和8年4月

2 1 1 1 43 1 (21)
下水道法

（令和４年５月改正法律第44号） 2 1 1 1 44 1 (21)
下水道法

（令和４年６月改正法律第68号）

2 1 1 1 44 1 (22)
公有水面埋立法

（令和４年６月改正法律第68号）

2 1 1 1 44 1 (24)
森林法

（令和７年５月改正法律第48号）

2 1 1 1 44 1 (26)
火薬類取締法

（令和４年６月改正法律第68号）

2 1 1 1 44 1 (27)
大気汚染防止法

（令和４年６月改正法律第68号）

2 1 1 1 44 1 (28)
騒音規制法

（令和４年６月改正法律第68号）

2 1 1 1 44 1 (29)
水質汚濁防止法

（令和４年６月改正法律第68号）

2 1 1 1 44 1 (30) 湖沼水質保全特別
措置法

（令和４年６月改正法律第68号）

2 1 1 1 44 1 (31)
振動機施法

（令和４年６月改正法律第68号）

2 1 1 1 44 1 (32)
廃棄物の処理及び
清掃に関する法律

（令和４年６月改正法律第68号）

2 1 1 1 44 1 (33)
文化財保護法

（令和４年６月改正法律第68号）

2 1 1 1 43 1 (35)
電気事業法

（令和４年６月改正法律第74号）

2 1 1 1 43 1 (38)
建築基準法

（令和４年５月改正法律第55号） 2 1 1 1 44 1 (38)
建築基準法

（令和７年５月改正法律第35号）

2 1 1 1 43 1 (40) 建設工事に係る資
材の再資源化等に
関する法律

（令和３年５月改正法律第37号） 2 1 1 1 44 1 (40) 建設工事に係る資
材の再資源化等に
関する法律

（令和４年６月改正法律第68号）

2 1 1 1 44 1 (41)
土壌汚染対策法

（令和４年６月改正法律第68号）

2 1 1 1 44 1 (43)
自然環境保全法

（令和４年６月改正法律第68号）

2 1 1 1 44 1 (44)
自然公園法

（令和４年６月改正法律第68号）

2 1 1 1 43 1 (45)
公共工事の入札及
び契約の適正化の
促進に関する法律

（令和３年５月改正法律第37号） 2 1 1 1 44 1 (45)
建設工事に係る資
材の再資源化等に
関する法律

（令和６年12月改正法律第49号）

2 1 1 1 44 1 (48)
技術士法

（令和４年６月改正法律第68号）

2 1 1 1 44 1 (49)
計量法

（令和４年６月改正法律第68号）

2 1 1 1 43 1 (51) 資源の有効な利用
の促進に関する法
律

（令和４年５月改正法律第46号） 2 1 1 1 44 1 (51) 資源の有効な利用
の促進に関する法
律

（令和７年６月改正法律第52号）

2 1 1 1 44 1 (52)
最低賃金法

（令和４年６月改正法律第68号）

2 1 1 1 43 1 (53)
職業安定法

（令和４年３月改正法律第12号） 2 1 1 1 44 1 (53)
職業安定法

（令和４年６月改正法律第50号）

2 1 1 1 43 1 (54)
所得税法

（令和４年６月改正法律第71号） 2 1 1 1 44 1 (54)
所得税法

（令和７年６月改正法律第74号）

2 1 1 1 44 1 (55)
著作権法

（令和７年４月改正法律第27号）

2 1 1 1 43 1 (56)
電波法

（令和４年６月改正法律第70号） 2 1 1 1 44 1 (56)
電波法

（令和７年４月改正法律第27号）

2 1 1 1 43 1 (57)
土砂等を運搬する
大型自動車による
交通事故の防止等
に関する特別措置

（令和４年４月改正法律第32号） 2 1 1 1 44 1 (57)
土砂等を運搬する
大型自動車による
交通事故の防止等
に関する特別措置

（令和４年６月改正法律第68号）

2 1 1 1 43 1 (58) 労働保険の保険料
の徴収等に関する
法律

（令和４年３月改正法律第12号）

2 1 1 1 44 1 (61) 特定特殊自動車排
出ガスの規制等に
関する法律

（令和４年６月改正法律第68号）

2 1 1 1 43 1 (63) 警備業法 （令和元年６月改正法律第37号）

2 1 1 1 43 1 (64) 個人情報の保護に
関する法律

（令和４年５月改正法律第54号） 2 1 1 1 44 1 (64) 個人情報の保護に
関する法律

（令和６年６月改正法律第46号）

2 1 1 1 44 1 (72) 宅地造成及び特定
盛土等規制法

（令和４年５月改正法律第55号）

2 1 1 1 45 １-１-１-４５　官公庁等への手続等

2 1 1 1 43

施工時間の変更

2 1 1 1 46 １-１-１-４６　施工時間の変更

2 1 1 1 47 １-１-１-４７　工事測量

2 1 1 1 46 6 水準測量・水深測
量

2 1 1 1 46 6

水準測量・水深測
量

水準測量及び水深測量は、設計図書に定められている基準
高あるいは工事用基準面を基準として行うものとする。

2 1 1 1 48 １-１-１-４８　不可抗力による損害

2 1 1 1 49 １-１-１-４９　特許権等

2 1 1 1 49 3

著作権法に規定さ
れる著作物

発注者が、引渡しを受けた契約の目的物が著作権法（令和
７年４月改正 法律第27号）に規定される著作物に該当する
場合は、当該著作物の著作権は発注者に帰属するものとす
る。なお、前項の規定により出願及び権利等が発注者に帰
属する著作物については、発注者はこれを自由に加除また
は編集して利用することができる。

2 1 1 1 50 １-１-１-５０　保険の付保及び事故の補償

2 1 1 1 49 4

建設業退職金共済
制度の履行

受注者は、建設業退職金共済制度に該当する場合は同制
度に加入し、その掛金収納書（発注者用）を工事請負契約締
結後原則１ヵ月以内（電子申請方式による場合にあっては、
工事請負契約締結後原則40日以内）に、発注者に提出しな
ければならない。

また、工事完成時、速やかに掛金充当実績総括表を作成
し、発注者に提示しなければならない。

2 1 1 1 51 １-１-１-５１　暴力団等からの不当要求及び工事妨害の排
除

2 1 1 1 52 １-１-１-５２　不正軽油の使用の禁止

2 1 1 1 53 １-１-１-５３　臨機の措置

2 1 1 1 54 １-１-１-５４　石綿使用の有無

2 1 1 1 53
石綿使用の有無

受注者は、建築物・工作物等の解体・改修工事を行う際、石
綿（アスベスト）の使用の有無の「事前調査」を行わなければ
ならない。

2 1 1 1 55 １-１-１-５５　県産品の使用

2 1 1 1 56 １-１-１-５６　提出書類

2 1 1 1 57 １-１-１-５７　創意工夫

2 1 2 2
国土交通省 発生
土利用基準につい
て

2 1 2 2 国土交通省 建設副産物適正処理推進要綱の改正について
（平成14年５月）
日本道路協会 道路土工構造物技術基準・同解説（令和７年
11月）

2 1 2 3 1 2 表１－２－１ 土及
び岩の分類表

き裂間隔が10～30㎝程度で軽い打撃により離しうる程度、
異質の硬い互層をなすもので層面を楽に離しうるもの。

2 1 2 3 4

適用規定

受注者は、建設発生土については、１－１－１－22建設副産
物の規定により適切に処理しなければならない。

2 1 2 3 2 6
残土運搬時の注意

受注者は、掘削工により発生する残土を受入れ地へ運搬す
る場合には、沿道住民及び道路利用者に迷惑がかからない
ように努めなければならない。

2 1 2 3 3 11

採取土及び購入土
運搬時の注意

受注者は、採取土盛土及び購入土盛土の施工にあたって、
採取土及び購入土を運搬する場合には沿道住民及び道路
利用者に迷惑がかからないように努めなければならない。流
用土盛土及び発生土盛土の施工にあたっても、一般道を運
搬に利用する場合も同様とするものとする。

2 1 2 3 7 2
残土運搬時の注意

残土を受入れ地へ運搬する場合には、沿道住民及び道路
利用者に迷惑がかからないよう努めなければならない。

2 1 2 4 1 3

構造物取付け部

受注者は、盛土と橋台や横断構造物との取付け部である裏
込めや埋戻し部分は、供用開始後に構造物との間の路面の
連続性を損なわないように、適切な材料を用いて入念な締
固めと排水工の施工を行わければならない。
特に、橋台躯体背面部では、基礎地盤及び橋台躯体背面部
の安定性、降雨等に対する排水性を確保できるように、使用
する材料及び構造特性に応じて適切な施工の方法及び順
序等に基づいて施工しなければならず、橋梁接続区間で
は、速やかな排水や構造物の状態に配慮しながら、必要な
記録を残さなければならない。
なお、構造物取付け部の範囲は、「道路橋示方書・同解説
（Ⅳ下部構造編）11章橋台躯体背面部　12章橋梁接続区間
など」（日本道路協会、令和７年10月）及び「道路土工 盛土
工指針 ４－10盛土と他の構造物との取付け部の構造」（日
本道路協会、平成22年４月）を参考とする。

2 1 2 4 1 8

適用規定

受注者は、建設発生土については、１－１－１－22建設副産
物の規定により適切に処理しなければならない。

2 1 2 4 1 12

建設発生土の土質
区分

建設発生土の土質区分については、「発生土利用基準につ
いて」(平成18年８月10日　国官技第112号、国官総第309
号、国営計第59号）による。

2 1 2 4 1 15 表１－２－３ 伐開
除根作業

盛土高１ｍを越える場合



令和6年4月 令和7年4月 令和8年4月

2 1 2 4 3 14

採取土及び購入土
運搬時の注意

受注者は採取土盛土及び購入土盛土の施工にあたって、採
取土及び購入土を運搬する場合には沿道住民及び道路利
用者に迷惑がかからないようにつとめなければならない。流
用土盛土及び発生土盛土の施工にあたっても、一般道路を
運搬に利用する場合も同様とするものとする。

2 1 2 4 4 16

採取土及び購入土
を運搬の注意

受注者は、採取土盛土及び購入土盛土の施工にあたって、
採取土及び購入土を運搬する場合には沿道住民及び道路
利用者に迷惑がかからないようにつとめなければならない。
流用土盛土及び発生土盛土の施工にあたっても、一般道路
を運搬に利用する場合も同様とするものとする。

2 1 3 1 3

適用規定（2）

受注者は、コンクリートの施工にあたり、設計図書に定めの
ない事項については、「コンクリート標準示方書（施工編）
[2017年制定]」（土木学会 、2018年3月）のコンクリートの品
質の規定による。これ以外による場合は、施工前に、設計図
書に関して監督員の承諾を得なければならない。

2 1 3 1 4

アルカリシリカ反応
抑制対策

受注者は、コンクリートの使用にあたって「アルカリ骨材反応
抑制対策について」（平成14年７月31日　国官技第112号）及
び「「アルカリ骨材反応抑制対策について」の運用について」
（平成 14年７月31日　国官技第113号）を遵守し、アルカリシ
リカ反応抑制対策の適合を確かめなければならない。

2 1 3 2 1
適用規定

土木学会 コンクリート標準示方書（施工編）[2017年制定]
（2018年３月）

2 1 3 2 1
適用規定

土木学会 コンクリート標準示方書（設計編）[2017年制定]
（2018年３月）

2 1 3 2 1
適用規定

土木学会 コンクリートのポンプ施工指針[2012年版]（平成
24年６月）

2 1 3 2 1
適用規定

土木学会　鉄筋定着・継手指針[2020年制定]（令和２年３月）

2 1 3 2 1
適用規定

日本鉄筋継手協会 鉄筋継手工事標準仕様書 ガス圧接継
手工事（令和２年３月）

2 1 3 2 1
適用規定

機械式鉄筋定着工法技術検討委員会機械式鉄筋定着工法
の配筋設計ガイドライン

2 1 3 3 2 1 (1) JISマーク表示認証製品を製造している工場（産業標準化法
（令和４年６月改正 法律68号）に基づき国に登録された民間
の第三者機関（登録認証機関）により製品にJISマーク表示
する認証を受けた製品を製造している工場）で、かつ、コンク
リートの製造、施工、試験、検査及び管理などの技術的業務
を実施する能力のある技術者（コンクリート主任技士等）が
常駐しており、配合設計及び品質管理等を適切に実施でき
る工場（全国生コンクリート品質管理監査会議の策定した統
一監査基準に基づく監査に合格した工場等）から選定しなけ
ればならない。

2 1 3 3 2 1 (2) JISマーク表示認証製品を製造している工場（産業標準化法
（平成30年５月改正 法律第33号）に基づき国に登録された
民間の第三者機関（登録認証機関）により製品にJISマーク
表示する認証を受けた製品を製造している工場）が工事現
場近くに見当たらない場合は、使用する工場について、設計
図書に指定したコンクリートの品質が得られることを確かめ
たうえ、その資料により監督員の確認を得なければならな
い。

2 1 3 3 2 1 (2)

一般事項

(2)　JISマーク表示認証製品を製造している工場（産業標準
化法（令和４年６月改正 法律68号）に基づき国に登録された
民間の第三者機関（登録認証機関）により製品にJISマーク
表示する認証を受けた製品を製造している工場）が工事現
場近くに見当たらない場合は、使用する工場について、設計
図書に指定したコンクリートの品質が得られることを確かめ
たうえ、その資料により監督員の確認を得なければならな
い。

2 1 3 3 3 1 1 受注者は、コンクリートの配合において、設計図書の規定の
ほか、構造物の目的に必要な強度、耐久性、ひび割れ抵抗
性、鋼材を保護する性能、水密性及び作業に適するワーカ
ビリティーが得られる範囲内で単位水量を小さくするように
定めなければならない。

2 1 3 3 3 5

材料変更等

受注者は、使用する材料を変更したり、示方配合の修正が
必要と認められる場合には、本条２項の規定に従って示方
配合表を作成し、事前に監督員に協議しなければならない。

2 1 3 4 4 3 (2) 受注者は、ミキサーの練混ぜ試験を、JIS A 8603-2（コンク
リートミキサー第２部：練混ぜ性能試験方法）及びJSCE I
502 2013「連続ミキサーの練混ぜ性能試験方法」により行わ
なければならない。

2 1 3 5 4 1 1 受注者は、コンクリートを速やかに運搬し、直ちに打込み、
十分に締固めなければならない。練混ぜから打ち終わるま
での時間は、原則として外気温が日平均で25℃を超える場
合で1.5時間、25℃以下の場合で２時間以内とし、かつコンク
リートの運搬時間（練り混ぜ開始から荷卸し地点に到着する
までの時間）は1.5時間以内としなければならない。これ以外
で施工する可能性がある場合は、監督員と協議しなければ
ならない。

2 1 3 5 4 5

コンクリートポンプ
使用時の注意

受注者はコンクリートポンプを用いる場合は、「コンクリートの
ポンプ施工指針[2012年版]５章圧送」（土木学会、平成24年
６月）の規定による。これにより難い場合は、監督員の承諾
を得なければならない。また、受注者はコンクリートプレー
サ、ベルトコンベア、その他を用いる場合も、材料の分離を
防ぐようこれらを配置しなければならない。

2 1 3 5 4 15 ブリーディング

2 1 3 5 4 16 ブリーディング

2 1 3 5 5 4

狭隘・過密鉄筋箇
所における締固め

狭隘・過密鉄筋箇所における締固めを確実に実施するた
め、その鉄筋径・ピッチを踏まえたバイブレータを用いるもの
とし、その締固め方法（使用器具や施工方法）を施工前に施
工計画書に記載しなければならない。

2 1 3 5 9 2

湿潤状態の保持

なお、中庸熱ポルトランドセメントや低熱ポルトランドセメント
等の表１－３－４に示されていないセメントを使用する場合
には、湿潤養生期間に関して監督員と協議しなければなら
ない。

2 1 3 6 3 3

鉄筋の曲げ半径

受注者は、鉄筋の曲げ形状の施工にあたり、設計図書に鉄
筋の曲げ半径が示されていない場合は、「コンクリート標準
示方書（設計編）[2017年制定]本編第13章鉄筋コンクリート
の前提、標準７編第２章鉄筋コンクリートの前提および構造
細目」

（土木学会、2018年３月）の規定による。これにより難い場合
は、監督員の承諾を得なければならない。

2 1 3 6 3 4

曲げ戻しの禁止

受注者は、 原則として曲げ加工した鉄筋を曲げ戻してはなら
ない。

2 1 3 6 4 2 (1) なお、必要に応じて契約図面に示されたもの以外の組立用
鉄筋等を使用するものとする。

2 1 3 6 4 2 (2) 受注者は、鉄筋の交点の要所を、直径 0.8mm以上の焼なま
し鉄線、またはクリップ等で鉄筋が移動しないように緊結し、
使用した焼なまし鉄線、クリップ等はかぶり内に残してはなら
ない。また、設計図書に特別な組立用架台等が指定されて
いる場合は、それに従うものとする。

2 1 3 6 6 1
圧接工の資格

また、圧接工の技量の確認に関して、監督員または検査員
から請求があった場合は、資格証明書等を速やかに提示し
なければならない。

2 1 3 7 2 2 面取り

受注者は、 特に定めのない場合はコンクリートのかどに面取
りができる型枠を使用しなければならない。

2 1 3 8 2 3
打設時のコンクリート温度の上限は所定の品質を確保でき
る場合は38℃とし、それ以外の場合は35℃とする。

2 1 3 9 3 5 表１－３－５ 寒中
コンクリートの温度
制御養生期間

項目名等

2 2 1 2 7
表２－１－２ 「海外
建設資材品質審
査・証明」対象資材

溶接金網及び鉄筋格子

2 3 1 2 第２節　適用すべ
き諸基準

日本グラウト協会 薬液注入工法の設計・施工指針

2 3 1 2

 日本道路協会 道路橋示方書・同解説（Ⅰ共通編）（令和７年
10月）
日本道路協会 道路橋示方書・同解説（Ⅱ鋼部材・鋼上部構
造編）　（令和７年10月）
日本道路協会 道路橋示方書・同解説（Ⅲコンクリート部材・
コンクリート上部構造編）（令和７年10月）
日本道路協会 道路橋示方書・同解説（Ⅳ下部構造編）（令
和７年10月）
環境省 水質汚濁に係る環境基準について（令和７年3月環
境省告示第35号）
日本道路協会 舗装再生便覧（令和６年３月）
建設業労働災害防止協会 ずい道等建設工事における換気
技術指針（換気技術の設計及び粉じん等の測定）（令和６年
４月）
国土交通省 建設副産物適正処理推進要綱の改正について
（平成14年5月）

 国土交通省 道路土工構造物技術基準（令和７年６月）

2 3 1 2 第２節　適用すべ
き諸基準

環境省 水質汚濁に係る環境基準（環境省告示第62号）（令
和３年10月）

2 3 1 2 第２節　適用すべ
き諸基準

建設省 道路附属物の基礎について

2 3 1 2 土木学会 コンクリート標準示方書（規準編）[2018年制定]
（2018年10月）

2 3 1 3 13 3 (8) プレストレッシングの施工は、「道路橋示方書・同解説（Ⅲコ
ンクリート橋・コンクリート部材編）17.11 ＰＣ鋼材工及び緊張
工」（日本道路協会、平成29年11月）に基づき管理するもの
とし、順序、緊張力、ＰＣ鋼材の抜出し量、緊張の日時、コン
クリートの強度等の記録を整備及び保管し、監督員または検
査員から請求があった場合は速やかに提示しなければなら
ない。

2 3 1 3 13 3 (8) プレストレッシングの施工は、「道路橋示方書・同解説（Ⅲコ
ンクリート部材・コンクリート上部構造編）15.11 ＰＣ鋼材工及
び緊張工」（日本道路協会、令和７年10月）に基づき管理す
るものとし、順序、緊張力、ＰＣ鋼材の抜出し量、緊張の日
時、コンクリートの強度等の記録を整備及び保管し、監督員
または検査員から請求があった場合は速やかに提示しなけ
ればならない。

2 3 1 3 14 2 (1) なお、接着剤の試験方法は 「コンクリート標準示方書・（規準
編）[2018年制定]」（土木学会、2018年10月）における、
JSCE-H 101-2013 プレキャストコンクリート用樹脂系接着剤
（橋げた用）品質規格（案）による。これにより難い場合は、
監督員の承諾を得なければならない。

2 3 1 3 31 16 (6) ③ 塗膜厚測定値（５回平均）の分布の標準偏差は、目標塗膜
厚（合計値）の20％を越えないものとする。ただし、標準偏差
が20％を超えた場合、測定値の平均値が目標塗膜厚（合計
値）より大きい場合は合格とするものとする。

2 3 1 3 32 3 表３－２－10　要求
性能の確認方法

JIS G 3547

2 3 1 3 32 6 表３－２－12　線材
の品質管理試験の
内容

JIS G 3547

2 3 1 3 33 3 表３－２－13(2)
参考資料

割ぐり石

2 3 1 4 9 11 (7) 表３－２－15　現場
円周溶接部の目違
いの許容値

1016mmを超え2000mm以下

2 3 1 5 1 5 図３－２－４谷 積

2 3 1 5 3 2 コンクリートブロック積（張）

2 3 1 5 3 4

コンクリートブロック
工の空張の積上げ

受注者は、コンクリートブロック工の空張の積上げにあたり、
胴がい及び尻かいを用いて固定し、胴込め材及び裏込め材
を充填した後、天端付近に著しい空げきが生じないように入
念に施工し、締固めなければならない。

2 3 1 6 3 9 (2) 粒度調整路盤材の粒度範囲は、表3-2-20の規格に適合す
るものとする。



令和6年4月 令和7年4月 令和8年4月

2 3 1 6 3 11

アスファルト安定処
理の材料規格

加熱アスファルト安定処理に使用する製鋼スラグは表３－２
－21の規格に適合するものとする。また、アスファルトコンク
リ―ト再生骨材は第2編2-2-3-4アスファルト用再生骨材の
表３－２－22(1)針入度を適用するアスファルトコンクリートの
再生骨材の品質、表３－２－22(2)圧裂係数を適用するアス
ファルト用再生骨材の品質のいずれか一方の目標値に適合
するものとする。

2 3 1 6 3 11
表３－２ー22（1）

針入度を適用するアスファルトコンクリート再生骨材の品質

2 3 1 6 3 11
表３－２－22(2)

圧裂係数を適用するアスファルトコンクリート再生骨材の品
質

2 3 1 6 3 15 適用規格（再生ア
スファルト(2)）

再生アスファルト混合物及び材料の規格は、舗装再生便覧
（日本道路協会、令和６年3月）による。

2 3 1 6 7 4 受注者は、路盤において加熱アスファルト安定処理を行う場
合に、以下の各規定による。なお、ここで使用する加熱アス
ファルト安定処理路盤材は、常設のアスファルト混合所にお
いて製造されたものでなければならない。また、混合所にお
いて機械式フォームド装置等によって、アスファルトを発泡さ
せて製造されたものも対象とする。

2 3 1 6 7 4 (1) (1)　主に使用アスファルトの温度－粘度曲線から設定された
最適な温度条件で製造された混合物を通常混合物とし、通
常混合物と比較して10℃以上温度低減を行い、かつ通常混
合物と同等以上の締固め性能を確保できる温度条件で製造
された混合物を中温化混合物とする。

2 3 1 6 7 4 (5) なお、マーシャル供試体を作製にあたっては、25mmを超える
骨材だけ25～ 13mmの骨材と置き換えるものとし、中温化混
合物の基準密度は、通常混合物の標準締固め温度で作製
した供試体から得られた密度とする。

2 3 1 6 7 4 (7) (7)　受注者は、中温化混合物の場合、最低３水準の締固め
温度により供試体を作製し、温度－突固め度のグラフから通
常混合物と同等以上の締固め性能を確保できる温度低減性
能を求め、それを基に排出時（出荷時）の温度を定め監督員
の承諾を得るものとする。ここで、供試体の作製について
は、「舗装調査・試験法便覧B001マーシャル安定度試験方
法」の供試体の作製を準用するものとし、温度－突固め度の
グラフ作成方法については、図３－２－7に示す直線で結ぶ
方法のほか、最適と判断できる近似式を用いて算出してもよ
い。

2 3 1 6 7 4 (12) 受注者は、設計図書に示す場合を除き、加熱アスファルト安
定処理混合物を敷均したときの混合物の温度は110℃以
上、また、一層の仕上がり厚さは10cm以下としなければなら
ない。ただし、混合物の種類によって敷均しが困難な場合
や、締固め効果の高いローラを使用する場合などは、設計
図書に関して監督員と協議の上、所定の締固めが得られる
範囲で、混合物の温度を決定するものとする。

2 3 1 6 7 4 (13) また、プライムコートの散布は、本条５項(11)､(13)～(15)号に
よる。

2 3 1 6 7 4 (13) ただし、混合物の種類によって敷均しが困難な場合や、締固
め効果の高いローラを使用する場合などは、設計図書に関
して監督員と協議の上、所定の締固めが得られる範囲で、
混合物の温度を決定するものとする。中温化混合物を使用
する場合、（7）号で設定した温度低減性能を基に監督員と協
議の上温度を決定するものとする。

2 3 1 6 7 5 受注者は、基層及び表層の施工を行う場合に、以下の各規
定に従わなければならない。なお、ここで使用する加熱アス
ファルト安定処理路盤材は、常設のアスファルト混合所にお
いて製造されたものでなければならない。また、混合所にお
いて機械式フォームド装置等によって、アスファルトを発泡さ
せて製造されたものも対象とする。

2 3 1 6 7 5 (1) (1)　主に使用アスファルトの温度－粘度曲線から設定された
最適な温度条件で製造された混合物を通常混合物とし、通
常混合物と比較して10℃以上温度低減を行い、かつ通常混
合物と同等以上の締固め性能を確保できる温度条件で製造
された混合物を中温化混合物とする。

2 3 1 6 7 5 (8) (8)　表層及び基層用の加熱アスファルトの基準密度は、監
督員の承諾を得た現場配合により製造した最初の１～２日
間の混合物から、午前・午後おのおの ３個のマーシャル供
試体を作成し、次式により求めたマーシャル供試体の密度
の平均値を基準密度とする。中温化混合物の基準密度は、
通常混合物の標準締固め温度で作製した供試体から得られ
た密度とする。

2 3 1 6 7 5 (10) (10)　混合所設備、混合作業、混合物の貯蔵、混合物の運
搬及び舗設時の気候条件については本条第4項（6）～（12）
号による。

2 3 1 6 7 5 (17) (17)　混合物の敷均しは、本条４項(13)～(15)号によるものと
する。

2 3 1 6 7 5 (18) (18)　混合物の締固めは、本条４項(16)～(18)号によるものと
する。

2 3 1 6 7 5 (19) (19)　継目の施工は、本条４項(19）～(22)号によるものとす
る。

2 3 1 6 8 1

改質アスファルト

受注者は、流動対策として改質アスファルトを使用する場合
には、第12編土木材料規格12－６－１ 一般瀝青材料に規定
するセミブローンアスファルト（AC-100）と同等品以上を使用
しなければならない。

2 3 1 6 11 6 (2) 表３－２－31　接着
剤の規格鋼床版用

  耐湿試験後の基盤目試験（点）８以上JIS K 5600

2 3 1 6 11 9 (4) 受注者は、配合を決定したときには、設計図書に示す品質
が得られることを確認し、確認のための資料を整備及び保
管し、監督員の請求があった場合は速やかに提示しなけれ
ばならない。

2 3 1 6 12 4 受注者は、路盤において加熱アスファルト安定処理を行う場
合に、以下の各規定に従わなければならない。また、中温化
混合物を用いる場合は、第3編3-1-6-7アスファルト舗装工
4.加熱アスファルト安定処理の規定による。

2 3 1 6 12 5 受注者は、アスファルト中間層の施工を行う場合に、以下の
各規定に従わなければならない。また、中温化混合物を用
いる場合は、第3編3-1-6-7アスファルト舗装工 5.基層及び
表層の規定による。

2 3 1 7 4 5

配合試験

受注者は、安定材の配合について施工前に配合試験を行う
場合は、安定処理土の静的締固めによる供試体作製方法
または、安定処理土の締固めをしない供試体作製方法（地
盤工学会）の各基準のいずれかにより供試体を作製し、JIS
A 1216（土の一軸圧縮試験方法）の規準により試験を行わ
なければならない。

2 3 1 7 10

施工管理等

受注者は、薬液注入工における施工管理等については、
「薬液注入工事に係る施工管理等について」（平成２年９月
18日　建設省技調発第188号）の規定による。なお、受注者
は、注入の効果の確認が判定できる資料を作成し、監督員
または検査員の請求があった場合は速やかに提示しなけれ
ばならない。

2 3 1 9 13 3 道路交通への支障
の防止

2 3 1 9 14 1 骨材再生工の施工 骨材再生工の施工については、設計図書に明示した場合を
除き、１－１－１－22建設副産物の規定による。

2 3 1 9 15 1 工事現場発生品の
規定

工事の施工に伴い生じた工事現場発生品については、１－
１－１－21工事現場発生品の規定による。

2 3 1 9 15 2 建設副産物の規定 工事の施工に伴い生じた建設副産物については、１－１－１
－22建設副産物の規定による。

2 3 1 10 1 1

適用工種

本節は、仮設工として工事用道路工、仮橋・仮桟橋工、路面
覆工、土留・仮締切工、砂防仮締切工、水替工、地下水位低
下工、地中連続壁工（壁式）、地中連続壁工（柱列式）、仮水
路工、残土受入れ施設工、作業ヤード整備工、電力設備
工、コンクリート製造設備工、トンネル仮設備工、共同溝仮
設備工、防塵対策工、汚濁防止工、防護施設工、除雪工、
雪寒施設工、法面吹付工、足場工、その他これらに類する
工種について定める。

2 3 1 10 19 2
仮囲い等による支
障対策

受注者は、仮囲いまたは立入防止柵の設置にあたり、交通
に支障をきたす場合、あるいは苦情が発生すると予想される
場合には、工事前に対策を講じなければならない。

2 3 1 10 20 なお、万一損傷を与えた場合には受注者の責任において元
に戻さなければならない。

2 3 1 11 2

軽量材の損傷防止

受注者は、発泡スチロール等の軽量材の運搬を行うにあた
り損傷を生じないようにしなければならない。仮置き時にあ
たっては飛散防止に努めるとともに、火気、油脂類を避け防
火管理体制を整えなければならない。また、長期にわたり紫
外線を受ける場合はシート等で被覆しなければならない。

2 3 1 12 2 3 (2) SM490，SM490Y，SM520，SBHS400，SM570、SBHS500及
びSBH700を溶接する場合

2 3 1 12 2 4
表３－２－ 46

※表内の記載を変更

2 3 1 12 2 5
表３－２－47

※表内の記載を変更

2 3 1 12 3 1 (2) ⑥ 受注者は、孔あけにあたって、設計図書に示す径にドリルま
たはドリルとリーマ通しの併用により行わなければならない。
 ただし、二次部材（道示による）で板厚16mm以下の材片は、
 押抜きにより行うことができる。

2 3 1 12 3 1 (2) ⑦ 受注者は、 主要部材において冷間曲げ加工を行う場合、内
側半径は板厚の15倍以上にしなければならない。なお、これ
により難い場合は、設計図書に関して監督員の承諾を得な
ければならない。ただし、JIS Z 2242：2023（金属材料のシャ
ルピー衝撃試験方法）に規定するシャルピー衝撃試験の結
果が表３－２－49に示す条件を満たし、かつ化学成分中の
窒素が0.006 ％を超えない材料については、内側半径を板
厚の7倍以上または５倍以上とすることができる。

2 3 1 12 3 1 (4) ① 1)　SBHS700及びSBHS700Wにおいて、1パスの入熱量が
5,000J/mmを超える場合
2)　SM570、SMA570W、SM520及びSMA490Wにおいて、１パ
スの入熱量が7,000J/mmを超える場合
3)　SBHS500、SBHS500W、SBHS400、SBHS400W、SM490Y
及びSM490において、１パスの入熱量が10,000J/mmを超え
る場合。
4)　被覆アーク溶接法（手溶接のみ）、ガスシールドアーク溶
接法（ＣＯ２ガスまたはＡｒとＣＯ２の混合ガス）、サブマージ
アーク溶接法、頭付きスタッドのアークスタッド溶接法以外の
溶接を行う場合
5)　鋼橋製作の実績がない場合
6)　使用実績のないところから材料供給を受ける場合
7)　採用する溶接方法の施工実績がない場合

2 3 1 12 3 1 (8) 表３－２－50　予熱
温度の標準

SBHS500 SBHS500W 2 3 1 12 3 1 (8) 表３－２－50 ※表内の記載を変更

2 3 1 12 3 1 (8) 表３－２－51 ※表内の記載を変更

2 3 1 12 3 1 (8) 表３－２－52　PCM
値と予熱温度の標
準

T≦25
25＜t≦40
40＜t≦100



令和6年4月 令和7年4月 令和8年4月

2 3 1 12 3 1 (11) 表３－２－53　主要
部材の完全溶込み
の突合せ継手の非
破壊試験検査率

１枚（始端又は終端部を含む） 2 3 1 12 3 1 (11) 表３－２－53 ※表内の記載を変更

2 3 1 12 3 1 (12) 表３－２－55　欠陥
の補修方法

エアアークガウジング

2 3 1 12 3 2 (1) なお、この場合は、設計の断面控除（拡大孔の径 ＋0.5mm）
として改めて継手の耐荷性能を評価するものとする

2 3 1 12 3 2 (1) ① 仮組立てで工場製作時のリーミングが難しい場合

2 3 1 12 11 12 (1) 受注者は、工場塗装終了後、塗膜厚検査を行い、塗膜厚測
定記録を作成及び保管し、監督員または検査員の請求が
あった場合は速やかに提示しなければならない。

2 3 1 12 11 12 (5) 受注者は、膜厚測定器として電磁膜厚計を使用しなければ
ならない。

2 3 1 17 3 4 剪定、芝刈、雑草
抜き取り（抜根）等
の施工

2 3 1 18 2 １ (4) なお、それ以外のスペーサを使用する場合はあらかじめ設
計図書に関して監督員と協議しなければならない。スペーサ
は、１㎡当たり４個以上とし、組立及びコンクリートの打込
中、その形状を保つものとする。

2 3 1 18 2 １ (11) 受注者は、工事完成時における足場及び支保工の解体に
あたっては、鋼桁部材に損傷を与えないための措置を講ず
るとともに、鋼桁部材や下部工にコンクリート片、木片等の
残材を残さないよう後片付け（１－１－１－36後片付け）を行
なわなければならない。

2 4 3 2 国土交通省河川砂防技術基準（案）（令和４年６月） 2 4 1 2

適用すべき諸基準

国土交通省 仮締切堤設置基準（案）（令和６年3月一部改
正）
国土交通省 河川砂防技術基準（令和７年10月）
国土開発技術研究センター　柔構造樋門設計の手引き　（平
成10年11月）
国土交通省　機械工事共通仕様書（案）　（令和７年3月）
国土交通省　機械工事施工管理基準（案）　（令和３年3月）

2 4 1 7 2 １ (2)

表４－１－４

平成４年度建設省告示第1324号における開発目標に照らし
て評価した際の摩擦試験方法による。

2 4 3 2 国土交通省機械工事共通仕様書（案）（令和４年３月）

2 4 3 5 6 8 (4) 受注者は、管の据付け前に管の内外に異物等がないことを
確認した上で、メーカーの表示マークの中心部分を管頂にし
て据付けなければならない。

2 4 4 9 10

支承工

受注者は、支承工の施工については、「道路橋支承便覧 第
６章 支承部の施工」（日本道路協会、平成30年12月）によ
る。これにより難い場合は、監督員の承諾を得なければなら
ない。

2 4 4 14 6

支承工

支承工の施工については、「道路橋支承便覧 第６章 支承部
の施工」（日本道路協会、平成30年12月）の規定による。こ
れにより難い場合は、監督員の承諾を得なければならない。

2 4 4 15 3

支承工

支承工の施工については、「道路橋支承便覧 第６章 支承部
の施工」（日本道路協会、平成30年12月）の規定による。こ
れにより難い場合は、監督員の承諾を得なければならない。

2 4 5 1 4
適用規定(3)

受注者は、扉体、戸当り及び開閉装置の製作、据付けは「機
械工事共通仕様書（案）」（国土交通省、令和４年３月）の規
定による。

2 4 5 1 4
適用規定(3)

受注者は、扉体、戸当り及び開閉装置の製作、据付けは「機
械工事共通仕様書（案）」（国土交通省、令和７年３月）の規
定による。

2 4 5 2 国土開発技術研究センター ゴム引布製起伏堰技術基準
（案）（平成12年10月）

2 4 5 2 日本道路協会 鋼道路橋施工便覧（令和２年９月） 2 4 5 2

適用すべき諸基準

国土交通省 仮締切堤設置基準（案）（令和６年3月一部改
正）
日本道路協会 道路橋示方書・同解説（Ⅰ共通編）（令和７年
10月）
日本道路協会 道路橋示方書・同解説（Ⅱ鋼部材・鋼上部構
造編）　（令和７年10月）
日本道路協会 道路橋示方書・同解説（Ⅲコンクリート部材・

 コンクリート上部構造編）（令和７年10月）
日本道路協会 道路橋示方書・同解説（Ⅳ下部構造編）（令
和７年10月）
日本道路協会 鋼道路橋施工便覧（令和２年９月）
日本道路協会 道路橋支承便覧（平成30年12月）
土木学会 プレストレストコンクリート工法設計施工指針（平
成３年３月）
 国土交通省 河川構造物の耐震性能照査指針（平成24年２
 月,平成28年３月）

2 4 5 2 日本道路協会 道路橋支承便覧（平成30年12月）

2 4 5 10 10

支承工

受注者は、支承工の施工については、「道路橋支承便覧 第
６章支承部の施工」（日本道路協会、平成30年12月）による。
これにより難い場合は、監督員の承諾を得なければならな
い。

2 4 5 15 6

支承工

支承工の施工については、「道路橋支承便覧第６章 支承部
の施工」（日本道路協会、平成30年12月）の規定による。こ
れにより難い場合は、監督員の承諾を得なければならない。

2 4 5 17 3

支承工

支承工の施工については、「道路橋支承便覧第６章 支承部
の施工」（日本道路協会、平成30年12月）の規定による。こ
れにより難い場合は、監督員の承諾を得なければならない。

2 5 1 2

適用すべき諸基準

土木学会 コンクリート標準示方書（ダムコンクリート編）[2013
年制定]（2013年10月）

2 5 1 2

適用すべき諸基準

日本道路協会 道路橋示方書・同解説（Ⅰ共通編）（令和７年
10月）
日本道路協会 道路橋示方書・同解説（Ⅱ鋼部材・鋼上部構
造編）　（令和７年10月）
日本道路協会 道路橋示方書・同解説（Ⅲコンクリート部材・
コンクリート上部構造編）（令和７年10月）
日本道路協会 道路橋示方書・同解説（Ⅳ下部構造編）（令
和７年10月）

2 5 1 2
適用すべき諸基準

土木学会 コンクリート標準示方書（施工編）[2017年制定]
（2018年３月）

2 5 3 2
適用すべき諸基準

全国特定法面保護協会 のり枠工の設計・施工指針（平成25
年10月）

2 5 3 2
適用すべき諸基準

斜面防災対策技術協会 地すべり対策技術設計実施要領
（平成19年12月）

2 5 3 6 1 1
適用工種

本節は、山腹水路工として作業土工、山腹集水路・排水路
工、山腹明暗渠工、山腹暗渠工、集水桝工、現場打水路
工、集水桝工その他これらに類する工種について定める。

2 6 1 2
適用すべき諸基準

土木学会  コンクリート標準示方書（ダムコンクリート編）
[2013年制定]（2013年10月）

2 6 1 3 5 1
一般事項

なお、設計図書に示す予定掘削線は、岩質の状況により監
督員が変更を指示する場合があるものとする。

2 6 1 4 9 6 (2) 旧コンクリートが0.75ｍ以上～1.0ｍ未満のリフトの場合は材
齢３日、1.0ｍ以上～1.5m未満のリフトの場合は材齢4日、
1.5m以上～2.0m以下のリフトの場合は材齢5日に達した後に
コンクリートを打継ぐものとする。

2 6 3 4 1

一般事項

本節は、グラウチング工として注入機械、グラウチング用配
管、セメントミルクの製造及び輸送、注入管理、配合及びそ
の切替え、水押しテスト、注入、注入効果の判定その他これ
らに類する工種について定める。

2 7 1 2
適用すべき諸基準

日本道路協会　落石対策便覧（平成29年12月） 2 7 1 2
適用すべき諸基準

国土交通省　日本道路協会  道路土工構造物技術基準・同
解説（令和7年11月）

2 7 1 2
適用すべき諸基準

日本建設機械施工協会　除雪・防雪ハンドブック（除雪編）
（平成16年12月）

2 7 1 5 1 2

適用規定

受注者は法面の施工にあたって、「道路土工―切土工・斜面
安定工指針 の り面工編、斜面安定工編」（日本道路協会、
平成21年６月）、「道路土工―  盛土工指針  ５－６  盛土の
り面の施工」（日本道路協会、平成22年４月）、「のり枠工の
設計・施工指針第８章吹付枠工、第９章プレキャスト枠工、第
10  章現場打ちコンクリート枠工、第11章中詰工」（全国特定
法面保護協会、平  成25年10月）及び「グラウンドアンカー設
計・施工基準、同解説第７章施工」

2 7 2 2 適用規定 日本道路協会　道路標識設置基準・同解説（令和２年６月）

2 7 2 2
適用規定

日本道路協会　アスファルト混合所便覧（平成８年10月）

2 7 2 9 1 3

適用規定

受注者は、標識工の施工にあたって、「道路標識設置基準・
同解説第４章道路標識の設計、施工」（日本道路協会、令和
２年６月）の規定、「道路土工要綱  第５章施工計画」（日本
道路協会、平成21年６月）の規定、３－１－ ３－６小型標識
工、３－１－３－３作業土工（床掘り・埋戻し）、３－１－ 10－
５土留・仮締切工の規定、及び「道路標識ハンドブック」（全
国道路標識・標示業協会、令和４年１月）による。これにより
難い場合は、監督員の承諾を得なければならない。

2 7 2 9 2 2
錆止めペイント

標識工に使用する錆止めペイントは、JIS K 5621（一般用さ
び止めペイント）からJIS K 5674（鉛・クロムフリーさび止めペ
イント）に適合するものとする。

2 7 2 9 2 4

補強材の取付

受注者は、標示板には設計図書に示す位置に補強材を標
示板の表面に歪みの出ないようスポット溶接をしなければな
らない。
アルミニウム合金材の溶接作業は（一社）軽金属溶接協会
規格LWSP7903- 2023 「スポット溶接作業標準（ アルミニウ
ム及びアルミニウム合金）」
（（一社）日本溶接協会規格WES7302と同一規格）を参考に
行うことが望ましい。

2 7 2 12 1 3

適用規定

受注者は、道路付属施設工の施工にあたって、「視線誘導
標設置基準・同解説第５章施工」（日本道路協会、昭和59年
10月）の規定、「道路照明施設 設置基準・同解説第７章設計
及び施工」（日本道路協会、平成19年10月）の規定、「道路
土工要綱」（日本道路協会、平成21年６月）の規定及び「道
路反射鏡設置指針第２章設置方法の規定及び第５章施工」
（日本道路協会、昭和55年12月）の規定、３－１－３－10道
路付属物工の規定、本編７－２－５－３側溝工、７－２－５－
５集水桝（街渠桝）・マンホール工、７－２－12－３境界工及
び７－２－12－６照明工の規定による。これにより難い場合
は、監督員の承諾を得なければならない。

2 7 3 1 5 (2) 微破壊・非破壊試験は「微破壊・非破壊試験によるコンク
リート構造物  の強度測定要領」（以下、「要領」という。）（国
土交通省、平成30年10月）に従い行わなければならない。

2 7 3 2

適用すべき諸基準

日本道路協会　道路橋支承便覧（平成30年12月） 2 7 3 2

適用すべき諸基準

日本道路協会 道路橋示方書・同解説（Ⅰ共通編）（令和７年
10月）
日本道路協会 道路橋示方書・同解説（Ⅱ鋼部材・鋼上部構
造編）（令和７年10月）
日本道路協会 道路橋示方書・同解説（Ⅳ下部構造編）（令
和７年10月）
日本道路協会　道路橋示方書・同解説（Ⅴ上下部接続部編）
（令和７年10月）



令和6年4月 令和7年4月 令和8年4月

2 7 3 8 10 1

適用規定

受注者は、橋脚架設工の施工については、３－１－13－３架
設工（クレーン架設）、「道路橋示方書・同解説（Ⅱ鋼部材・鋼
上部構造編）第17章施工」（日本道路協会、令和７年10月）
の規定による。これ以外の施工方法による場合は、設計図
書に関して監督員の承諾を得なければならない。

2 7 3 8 11 2

適用規定(設計図
書)

受注者は、現場継手工の施工については「道路橋示方書・
同解説（Ⅱ鋼部材・鋼上部構造編）第17章施工」（日本道路
協会、令和７年10月）、「鋼道路橋施工便覧Ⅲ現場施工編第
3章架設」（日本道路協会、令和２年９月）の規定による。これ
以外による場合は、設計図書に関して監督員の承諾を得な
ければならない。

2 7 3 11 8 多自然型護岸工

2 7 4 2

適用すべき諸基準

日本道路協会　道路橋ケーブル構造便覧（令和３年11月） 2 7 4 2

適用すべき諸基準

日本道路協会 道路橋示方書・同解説（Ⅰ共通編）　（令和７
年10月）
日本道路協会 道路橋示方書・同解説（Ⅱ鋼部材・鋼上部構
造編）（令和７年10月）
日本道路協会　道路橋示方書・同解説（Ⅴ上下部接続部編）
（令和７年10月）

2 7 5 2

適用すべき諸基準

日本道路協会　道路橋支承便覧（平成30年12月） 2 7 5 2

適用すべき諸基準

日本道路協会 道路橋示方書・同解説（Ⅰ共通編）　（令和７
年10月）
日本道路協会 道路橋示方書・同解説Ⅲコンクリート部材・コ
ンクリート上部構造編）（令和７年10月）
日本道路協会　道路橋示方書・同解説（Ⅴ上下部接続部編）
（令和７年10月）

2 7 5 2 適用すべき諸基準 日本道路協会　道路橋ケーブル構造便覧（令和３年11月）

2 7 5 6 1 6 定着具及び接続具
使用

2 7 5 7 1 5
シースの施工

受注者は、シースの施工において、セメントペーストの漏れ
ない構造とし、コンクリート打設時の圧力に耐える強度を有
するものを使用しなければならない。

2 7 6 2

適用すべき諸基準

建設業労働災害防止協会　ずい道等建設工事における換
気技術指針（換気技術の設計及び粉じん等の測定）（令和６
年４月）
厚生労働省　山岳トンネル工事の切羽における肌落ち災害

 防止対策に係るガイドライン（令和６年３月）

2 7 6 1 9

坑内観察調査

受注者は、設計図書により、坑内観察調査等を行わなけれ
ばならない。なお、地山条件等に応じて計測Ｂが必要と判断
される場合は、設計図書に関して監督 員と協議する。また、
計測は、技術的知識、経験を有する現場責任者により、行
わなければならない。

2 7 6 2
適用すべき諸基準

土木学会　トンネル標準示方書山岳工法編・同解説［2016年
制定］（平成28年８月）

2 7 6 2
適用すべき諸基準

土木学会　トンネル標準示方書開削工法編・同解説［2016年
制定］（平成28年８月）

2 7 6 2
適用すべき諸基準

土木学会　トンネル標準示方書シールド工法編・同解説
［2016年制定］（平成28年８月）

2 7 6 3 2 7

岩区分の境界確認

受注者は、設計図書における岩区分（支保パターン含む）の
境界を確認し、監督員の確認を受けなければならない。ま
た、受注者は、設計図書に示された岩の分類の境界が現地
の状況と一致しない場合は、監督員と協議する。

2 7 6 4 2 4 金網工に使用する
材料

金網工に使用する材料は、JIS G 3551（溶接金網及び鉄筋
格子）で150mm×150mm×径５ mmの規格による。

2 7 6 4 2 11
横断目地

トンネル覆工コンクリートの目地の形状は「三角形形状」を標
準とする。なお、これによりがたい場合は、監督員と協議しな
ければならない。

2 7 6 3 8 作業土工（床掘り・
埋戻し）

作業土工の施工については、３－１－３－３作業土工（床掘
り・埋戻し）の規定による。

2 7 6 8 6 2

標示板の材質

受注者は、標示板の材質はJIS H 2202（鋳物用銅合金地
金）とし、両坑口に図７－６－２を標準として取付けしなけれ
ばならない。ただし、記載する技術者等の氏名について、こ
れにより難い場合は監督員と協議しなければならない。

2 7 7 2

適用すべき諸基準

土木学会　コンクリート標準示方書（設計編）［2017年制定］
（平成30年３月）

2 7 7 2

適用すべき諸基準

日本道路協会 道路橋示方書・同解説（Ⅰ共通編）　（令和７
年10月）
日本道路協会 道路橋示方書・同解説Ⅲコンクリート部材・コ
ンクリート上部構造編）（令和７年10月）
日本道路協会　道路橋示方書・同解説（Ⅳ下部構造編）（令
和7年10月）
日本道路協会　道路橋示方書・同解説（Ⅴ上下部接続部編）
（令和７年10月）
土木学会　コンクリート標準示方書（設計編）［2023  年制定］
（2023年３月）
土木学会　コンクリート標準示方書（施工編）［2023  年制定］
（2023年９月）

2 7 7 2
適用すべき諸基準

土木学会　コンクリート標準示方書（施工編）［2017年制定］
（平成30年３月）

2 7 7 2 適用すべき諸基準 日本道路協会　落石対策便覧（平成29年12月）

2 7 7 2 適用すべき諸基準 日本道路協会　道路橋支承便覧（平成30年12月）

2 7 8 2 適用すべき諸基準 日本道路協会　道路橋支承便覧（平成30年12月）

2 7 8 2 適用すべき諸基準 日本道路協会　落石対策便覧（平成29年12月）

2 7 9 3 1 3

埋設物の存在の有
無

受注者は、鋼矢板等、仮設杭の施工に先立ち、埋設物がな
いことが確かである場合を除き、「建設工事公衆災害防止対
策要綱」（令和元年9月2日　国土交通省告示第496号）に
従って埋設物の存在の有無を確かめなければならない。な
お、埋設物の存在が認められたときは、布掘りまたはつぼ掘
りを行って埋設物を露出させ、埋設物の保安維持に努めな
ければならない。

2 7 10 5 1 3

埋設物の存在の有
無

受注者は、鋼矢板等、仮設杭の施工に先立ち、埋設物がな
いことが確かである場合を除き、「建設工事公衆災害防止対
策要綱」（令和元年9月2日　国土交通省告示第496号）に
従って埋設物の存在の有無を確かめなければならない。な
お、埋設物の存在が認められたときは、布掘りまたはつぼ掘
りを行って埋設物を露出させ、埋設物の保安維持に努めな
ければならない。

2 7 11 2
適用すべき諸基準

土木学会　トンネル標準示方書　シールド工法編・同解説
［2016年制定］（平成28年８月）

2 7 11 5 1 3

埋設物の存在の有
無

受注者は、鋼矢板等、仮設杭の施工に先立ち、埋設物がな
いことが確かである場合を除き、「建設工事公衆災害防止対
策要綱」（令和元年9月2日　国土交通省告示第496号）に
従って埋設物の存在の有無を確かめなければならない。な
お、埋設物の存在が認められたときは、布掘りまたはつぼ掘
りを行って埋設物を露出させ、埋設物の保安維持に努めな
ければならない。

2 7 11 6 5 2

防水層の破損防止

受注者は、防水保護工の施工にあたり、防水層が破損しな
いように留意して施工するものとし、十分に養生しなければ
ならない。

2 7 14 1 5

臨機の措置

受注者は、工事区間内での事故防止のため、やむを得ず臨
機の措置を行う必要がある場合は、１－１－１－53臨機の措
置の規定に基づき処置しなければならない。

2 7 14 7 2 4

標示板

受注者は、標示板には設計図書に示す位置に補強材を標
示板の表面に歪みの出ないようスポット溶接をしなければな
らない。アルミニウム合金材の溶接作業は（一社）軽金属溶
接協会規格LWSP7903- 2023 「スポット溶接作業標準（ アル
ミニウム及びアルミニウム合金）」（（一社）日本溶接協会規
格WES7302と同一規格）を参考に行うことが望ましい。

2 7 14 8 2 1 適用規定(境界工) ７－２－12―２材料の規定による。

2 7 14 8 2 2 適用規定(踏掛版
工)

３－１－６―３アスファルト舗装の材料の規定による。

2 7 14 8 2 3 ラバーシューの品
質規格

踏掛版工で使用するラバーシューの品質規格については、
設計図書によらなければならない。

2 7 14 8 2 4 適用規定(組立歩
道工)

12－５－２セメントコンクリート製品の規定及び設計図書によ
る。

2 7 14 17 3 1 表７－14－２　素地
調整程度と作業内
容

ディスクサンダー、ワイヤホイルなどの電動工具と手工具と
の併用

2 7 15 2
適用すべき諸基準

日本建設機械施工協会　除雪・防雪ハンドブック（除雪編）
（平成16年12月）

2 7 15 3 1 1

適用工種

本節は、除雪工として一般除雪工、運搬除雪工、凍結防止
工、歩道除雪工、安全処理工、雪道巡回工、待機費、保険
費、除雪機械修理工その他これらに類する工種について定
める。

2 7 15 3 5 4

凍結防止剤の保管
等

受注者は、凍結防止剤の保管等については、「除雪・防雪ハ
ンドブック（除雪編）８.５.８貯蔵及び積み込み」（日本建設機
械施工協会、平成16年12月）の規定による。これにより難い
場合は、監督員の承諾を得なければならない。

2 7 15 3 7 2

適用規定

人工雪崩の施工については、「防雪ハンドブック2025改訂版
5.2.5雪崩の処理」（雪センター、令和７年6月）の規定による。
これにより難い場合は、監督員の承諾を得なければならな
い。

2 7 15 3 9 ７-１５-３-９　待機費

2 7 15 3 9 2  待機補償における待機の期間及び内容

2 7 16 1 5

臨機の措置

受注者は、工事区間内での事故防止のため、やむを得ず臨
機の措置を行う必要がある場合は、１－１－１－53臨機の措
置の規定に基づき処置しなければならない。

2 7 16 9 2 2
標識工錆止めペイ
ント

標識工に使用する錆止めペイントは、JIS K 5621（一般用さ
び止めペイント）からJIS K 5674（鉛・クロムフリーさび止めペ
イント）に適合するものとする。

2 7 16 12 2 1 適用規定(境界工) ７－２－12―２材料の規定による。

2 7 16 12 2 2 適用規定(踏掛版
工)

３－１－６―３アスファルト舗装の材料の規定による。

2 7 16 12 2 3 ラバーシューの品
質規格

踏掛版工で使用するラバーシューの品質規格については、
設計図書によらなければならない。

2 7 16 12 2 4 適用規定(組立歩
道工)

12－５－２セメントコンクリート製品の規定及び設計図書によ
る。

2 7 16 12 2 5
現場塗装

組立歩道工でプレキャスト床版を用いる場合、床版の品質
等は、12－５－２セメントコンクリート製品の規定もしくは、設
計図書による。

2 7 16 19 1 1

適用工種

本節は、橋梁床版工として床版補強工（鋼板接着工法）、床
版補強工（増桁架設工法）、床版増厚補強工、床版取替工、
旧橋撤去工その他これらに類する工種について定める。

2 7 16 24 4 27

騒音と粉じん

受注者は、施工中、特にコンクリートへのアンカー孔の穿孔
と橋脚面の下地処理のために発生する騒音と粉じんについ
ては、１－１－１－40環境対策の規定によらなければならな
い。

2 7 16 24 4 29
超音波探傷試験の
検査技術者

超音波探傷試験の検査技術者は、JIS Z 2305（非破壊試験
技術者の資格及び認証）に基づく２種以上の有資格者とす
る。

2 7 16 24 5 6

騒音と粉じん対策

施工中、特にコンクリートへの削孔と橋脚面の下地処理のた
めに発生する騒音と粉じんについては、１－１－１－40環境
対策の規定による。なお、環境対策のために工法の変更等
が必要な場合は、設計図書に関して監督員と協議するもの
とする。



令和6年4月 令和7年4月 令和8年4月

2 8 1 3 3 3

管路土工

受注者は工事の施工に伴って発生する騒音、振動、地盤沈
下、地下水の枯渇、電波障害等に起因する事業損失が懸念
される場合は、設計図書に基づき事前調査を行い、第三者
への被害を未然に防止しなければならない。なお、必要に応
じて事後調査も実施しなければならない。

2 8 1 3 13 (1)
管布設工

(1)　鉄筋コンクリート管及びダクタイル鋳鉄管を切断・せん孔
する場合、管に損傷を与えないよう専用の機械等を使用し、
所定の寸法に仕上げなければならない。

2 8 1 3 7 10 (4)
管路土留工

ウォータージェットを併用してＨ鋼杭、鋼矢板等を施工する場
合には、最後の打ち止めを併用機械で貫入させ、落着かせ
なければならない。

2 8 1 3 11 1

地下水位低下工

受注者は、ウェルポイントあるいはディープウェルの施工に
あたり、工事着工前に土質の確認を行い、地下水位、透水
係数、湧水量等を確認し、確実に施工しなければならない。

2 8 1 3 12 9 補助地盤改良工

2 8 1 4 2 1 (2) 鋳鉄管 JSWAS G-2(下水道推進工法用ダクタイル鋳鉄管)

2 8 1 4 2 1 (3) 硬質塩化ビニル管 JSWAS K-6（下水道推進工法用硬質塩化ビニル管）

2 8 1 5 2 1 (1) 鉄筋コンクリート管 JSWAS A-2（下水道推進工法用鉄筋コンクリート管）

2 8 1 5 2 1 (3) 鋳鉄管 JSWAS G-2（下水道推進工法用ダクタイル鋳鉄管）

2 8 1 12 7 4

地中連続壁工(壁
式)

受注者は、後行エレメントの鉄筋かごの建込み前に、先行エ
レメントの、連続地中壁継手部に付着している泥土や残存し
ている充填砕石を取除く等、エレメント間の止水性の向上を
図らなければならない。

2 9 1 2
適用すべき諸基準

日本緑化センター　植栽基盤整備技術マニュアル（平成25年
12月）

2 9 1 2
適用すべき諸基準

国土交通省　道路土工構造物技術基準・同解説（平成29年
３月）

2 9 1 2
適用すべき諸基準

地盤工学会　グラウンドアンカー設計・施工基準・同解説（平
成24年５月）

2 9 1 2 適用すべき諸基準 国土交通省　発生土利用基準について（平成18年８月）

2 9 1 10 5

工事支障木対策工

１. 受注者は、枝降ろしの施工については、樹木の性状や
生育状況、周辺状況に応じた方法を選択し、将来の枝葉の
生育方向を見込んで行い、切除する位置や角度、順序に特
に注意しなければならない。

2 9 1 10 5
工事支障木対策工

２. 支障枝剪定の施工については、以下の各号の規定によ
る。

2 9 1 10 5

工事支障木対策工

(1) 園路、広場や車道の通行等に支障をおよぼす枝、隣接
地へ侵入している越境枝、架線、照明施設への障害枝等を
剪定する。

2 9 1 10 5
工事支障木対策工

(2) 健全枝、周辺樹木、施設等を損傷しないよう注意して実
施し、必要に応じて保護対策を講じなければならない。

2 9 1 10 5

工事支障木対策工

(3) 支障枝の除去にあたっては、監督員と協議のうえで、樹
形の乱れを最小限にとどめる範囲で行わなければならな
い。

2 9 1 10 5
工事支障木対策工

３. 中低木移植の施工については９－２－４－６中低木移植
工の規定による。

2 9 1 10 5
工事支障木対策工

４. 樹木運搬の施工については９－２－４－４高木移植工の
規定による。

2 9 2 3 1 2 受注者は、新植樹木又は新植地被植物（地表面を覆う目的
をもって植栽される芝類、笹類の永年性植物）が工事完成引
渡し後に、１年以内に植栽したときの状態で枯死又は形姿
不良となった場合は、当初植栽した樹木又は地被植物と同
等又はそれ以上の規格のものに植え替えなければならな
い。枯死又は形姿不良の判定に当たっては、監督員と受注
者が立ち会うものとし、植替えの時期については、設計図書
によるものとするが、これにより難い場合は、設計図書に関
して監督員と協議するものとする

2 9 3 2 国土技術政策総合研究所　防災公園計画・設計ガイドライン
（案）（改訂第2版）（平成29年９月）

2 9 3 2 日本下水道協会　下水道施設計画・設計指針と解説2019版
（令和元年9月）

2 9 3 2 日本電気協会　内線規程（平成28年9月）

2 9 3 2 日本道路協会　アスファルト舗装工事共通仕様書解説（平成
４年12月）

2 9 3 2 日本道路協会　防護柵の設置基準・同解説/ボラードの設置
便覧（令和３年３月）

2 9 3 2 日本道路協会　道路標識設置基準・同解説（令和２年４月）

2 9 3 2 土木学会　コンクリート標準示方書（設計編）[2017年制定]
（2018年３月）

2 9 3 2 土木学会　コンクリート標準示方書（施工編）[2017年制定]
（2018年３月）

2 9 3 2 土木学会　コンクリートのポンプ施工指針[2012年度版]（平
成24年６月）

2 9 3 3 5 4 噴水装置、濾過装置、滅菌装置、循環設備の施工について
は、以下の各号の規定による。

2 9 3 3 5 10 (1) 受注者は、管の接合に先立ち、その内部を点検し、その管
内に異物がないことを確かめ、切りくず、ごみ等を十分除去
してから接合しなければならない。

2 9 3 6 8 1 (2) 受注者は、要所、ハンドホール内及びその引込口、引出口
近くでは電線に余裕を持たせなければならない。

2 9 3 7 2 2 受注者は、舗装工において、使用する材料のうち、試験が伴
う材料については、「公共建築工事標準仕様書（建築工事
編）」10章石工事、11章タイル工事、15章左官工事、18章塗
装工事の規格に基づき試験を実施する。これにより難い場
合は、監督員の承諾を得なければならない。

2 9 3 8 9 3 受注者は、小規模水景施設工については、設計図書による
ものとするが、これにより難い場合は、設計図書に関して監
督員と協議しなければならない。

2 9 3 9 2 5 樹脂材については、JISK6919（繊維強化プラスチック用液状
不飽和ポリエステル樹脂）の規格品又は、これと同等以上の
品質を有するものとする。

2 9 4 1 4 仮設工は、第３編第１章第10節仮設工の規定による。

2 9 4 2
適用すべき諸基準

土木学会　コンクリート標準示方書（設計編）[2017年制定]
（2018年３月）

2 9 4 2
適用すべき諸基準

土木学会　コンクリート標準示方書（施工編）[2017年制定]
（2018年３月）

2 9 4 2
適用すべき諸基準

日本スポーツ施設協会 屋外スポーツ施設の建設指針平成
29年改訂版 （平成29年５月）

2 9 4 2
適用すべき諸基準

日本運動施設建設業協会 グラウンド・コート舗装施工指針
第３版（令和２年７月）

2 10 1 1 1
適用すべき諸基準

道路橋示方書・同解説（Ⅱ鋼橋・鋼部材編）（公社）日本道路
協会

2 10 1 1 1 適用すべき諸基準 道路橋示方書・同解説（Ⅰ共通編）

2 10 1 1 1 適用すべき諸基準 道路橋示方書・同解説（Ⅳ下部構造編）

2 10 1 1 1
適用すべき諸基準

流動性を高めた現場打ちコンクリートの活用に関するガイド
ライン流動性を高めたコンクリートの活用検討委員会

2 10 1 1 1
適用すべき諸基準

現場打ちコンクリート構造物に適用する機械式鉄筋継手工
法ガイドライン機械式鉄筋継手工法技術検討委員会

2 10 1 2 2 2 (2) 表土切盛 → 畦畔築立 → 表土整地

2 10 5 ため池改修工事

2 10 5 2 1

適用すべき諸基準

適用すべき諸基準については、10－１－２－１適用すべき諸
基準の規定によるもののほか、次の基準類によらなければ
ならない。なお、基準類と設計図書に相違がある場合は、原
則として設計図書の規定に従うものとし、疑義がある場合は
監督員に確認を求めなければならない。

2 10 5 2 2

一般事項

ため池工事の対象は高さ（堤高）15ｍ未満のフィルタイプの
ため池（調整池を含む。）とする。

2 10 5 3 3

掘削工

受注者は、掘削工の施工について１－２－４－２掘削工の規
定によるものとし、計画基礎地盤標高に達する前に地盤の
支持力試験を行い、地盤改良の要否を検討するものとする。
なお、試験結果により地盤改良が必要となった場合には、監
督員と協議するものとする。

2 10 5 3 4
盛土工

盛土工の施工については、１－２－３－３盛土工の規定によ
るものとする。

2 10 5 3 5
作業土工

作業土工の施工については、３－１－３－３作業土工（床掘
り・埋戻し）の規定によるものとする。

2 10 5 3 6
作業残土処理工

作業残土処理工の施工については、１－２－３－７残土処理
工の規定によるものとする。

2 10 5 3 7
整形仕上げ工

整形仕上げ工の施工については、10－１－３－２整形仕上
げ工の規定によるものとする。

2 11 2 8 3 2 (1) 直　管　厚 1.5㎜以上 （＋規定なし、－0.5㎜

2 11 2 8 3 2 (2) 異形管　厚 2.5㎜以上 （＋規定なし、－0.5㎜）

2 11 2 8 10 2 2.Ｘ線透過検査の撮影箇所及び撮影枚数は次のとおりとす
る。ただし、溶接状況により、追加検査を命ずることがある。
(1)　撮影箇所
① 管軸方向の工場製作シームと菅周方向の現場溶接シー
ムの交差部
②　（外面溶接の場合）上向き溶接となる6時の位置
③　（内面溶接の場合）上向き溶接となる１２時の位置
(2)　撮影枚数
①　呼び径1,000mm未満　1枚
②　呼び径1,000mm以上　2枚



編 編 章 節 条 項 項以下 編章節条
（項目見出し）

現行条文 編 編 章 節 条 項 項以下 編章節条
（項目見出し）

新条文
（変更箇所のみ記載）

編 編 章 節 条 項 項以下 編章節条
（項目見出し）

新条文
（変更箇所のみ記載）

6 12 1 1 9 ぐり石

ぐり石は、玉石または割ぐり石で20cm以下の小さいも
のとし、主に基礎・裏込ぐり石に用いるものであり、
うすっぺらなもの及び細長いものであってはならな
い。

6 12 1 1 9 ぐり石

ぐり石は、玉石または割ぐり石で10cm以下の小さいも
のとし、主に基礎・裏込ぐり石に用いるものであり、
うすっぺらなもの及び細長いものであってはならな
い。

6 12 2 1 1
JIS A 5011-5（コンクリート用スラグ骨材−第
５部：石灰ガス化スラグ骨材)

6 12 2 4 1

再生加熱アスファルト混合物に用いるアスファルトコ
ンクリート再生骨材の品質の目標値、旧アスファルト
の針入度による評価を実施する場合は表２−12
（１）、アスファルトコンクリート再生骨材の圧裂に
よる評価を適用する場合は表２−12（２）とし、いず
れか一方の目標値に適合するものとする。

6 12 2 4 1
表２−
12(1)

針入度を適用す
るアスファルト
コンクリート再
生骨材の品質

旧アスファルトの含有量
旧アスファルトの針入度
骨材の微粒分量

6 12 2 4 1
表２−
12(2)

圧裂係数を適用
するアスファル
トコンクリート
再生骨材の品質

6 12 2 4 2  強熱減量％ 5.0 以下

6 12 ２ ６ １ 表２−
15

舗装用石油アス
ファルトの規格

注 各種類とも120℃、150℃、180℃のそれぞれにお
ける動粘度を試験表に付記する。
注 舗装用の新アスファルトである120〜150，150〜
200，200〜300は，「JIS K 2207:2006 石油アスファル
ト」とは引火点が異なる。

6 12 ２ ６ １ 表２−
16

石油アスファル
ト乳剤の規格

ふるい残留分・付着度

6 12 ５ 1 ３ アルカリシリカ
反応抑制対策

受注者は、セメントコンクリート製品の使用にあたっ
て「アルカリ骨材反応抑制対策について」（平成14年
７月31日 国官第112号）及び「アルカリ骨材反応抑
制対策について」の運用について（平成14年７月31日
国官第113号）を遵守し、アルカリシリカ反応抑制対
策の適合を確認した資料を監督員に提出しなければな
らない。

6 12 6 1 2

ポリマー改質アス
ファルト

ポリマー改質アスファルトは、表６−１の性状に適合す
るものとする。
なお、受注者は、プラントミックスタイプを使用する場
合、使用する舗装用石油アスファルトに改質材料を添加
し、その性状が表６−１に示す値に適合していることを
施工前に確認するものとする。

6 12 6 5 (2)

生用添加物の品質は、労働安全衛生法施行令（令和４年
２月改正 政令第51号）に規定されている特定有害物質
を含まないものとし、表６−９〜11の規格に適合するも
のとする。

6 12 6 5 再生用添加剤

 (1) 再生用添加剤は、旧アスファルトの針入度等の性状
 を回復させるために混合物製造時にプラントで添加する
 ものをいう。
 (2) 再生用添加物の品質は、労働安全衛生法施行令（令
和７年10月改正 政令第361号）に規定されている特定有
害物質を含まないものとし、表６−９〜11の規格に適合
するものとする。

6 12 6 5 (2)

表６−９ 再
生用添加剤の
品質（エマル
ジョン系）

路上表層再生用

6 12 6 5 (2)

表６−10 再
生用添加剤の
品質（オイル
系）

路上表層再生用

6 12 6 5 (2)
表６−11 再
生用添加剤の
標準的性状

プラント再生用 6 12 6 5 (2)
表６−11 再
生用添加剤の
標準的性状

 組成（石油学会法JPI-5S-77-19）

6 12 7 1 (2) 支 柱 JIS G 3106（溶接構造用圧延鋼材）
6 12 7 1 (2) 支 柱 JIS G 3136（建築構造用圧延鋼材）

令和6年4月 令和7年4月 令和８年4月


